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Tax Analysis 
 

                                                
1 税関総署令第 255号（「中華⼈⺠共和国税関による『地域的な包括的経済連携協定』における輸出入物品原産地管理弁法」の公布に関する法令）：
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4015202/index.html 
2 ブルネイ・カンボジア・ラオス・シンガポール・タイ・ベトナムの 6か国（以上 ASEAN加盟国）、及び中国・日本・ニュージーランド・オーストラリアの 4か国（以上
ASEAN非加盟国）を指す。残り 5つの署名国の内、韓国については、来年の 2月 1日より発効する予定であり、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ミャンマー
（以上 ASEAN加盟国）については、国内批准の完了後に RCEP協定が発効する。 
3 税関総署令第 254号（「中華⼈⺠共和国税関認定輸出者管理弁法」の公布に関する法令）：
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4015185/index.html 

RCEP原産地管理弁法の公布 
 
注目を集めた「地域的な包括的経済連携協定」（以下、「RCEP」）は既に発効要件を
満たし、2022年 1月 1日に正式に発効する見通しである。RCEPにおける原産地規則
のスムーズな実施を確保するために、税関総署は先日 RCEPにおける輸出入物品原産
地管理弁法1（税関総署令第 255号。以下、「原産地管理弁法」）を公布し、RCEP
の対象物品に関する原産資格、特恵待遇享受手続き、原産地証明などの事項について
規定した。RCEPが 2022年 1月 1日をもって署名国の中の 10か国2の間で発効するた
め、「原産地管理弁法」はまず上述の 10か国における輸出入物品の原産地管理に適用
される。残りの署名国におけるRCEPの発効に伴い、「原産地管理弁法」の適用対象国
リストは公告を通じて調整される予定である。 
 
特筆すべき点として、RCEPにおける認定輸出者自己申告制度（認定輸出者が指定
発給機関から原産地証書を取得する必要がなく、自ら原産地申告書を発行することで特
恵税率を享受できる制度）の運用は、初の大規模な運用となる。認定輸出者自己申告
制度のスムーズな実施を確保するために、税関総署は「原産地管理弁法」に併せて、「認
定輸出者管理弁法」3（税関総署令第 254号）を公布した。「認定輸出者管理弁法」
は 2022年 1月 1日より施行され、また、RCEPとともに、中国とスイス・アイスランド・モー
リシャスと間の二国間自由貿易協定における認定輸出者管理にも適用され、中国の認
定輸出者の一般管理規定となる見通しである。 
 
「原産地管理弁法」の要点解釈 
 
原産地概念 
 
RCEPにおける原産地概念の運用は、下記の 2ステップに分けられる。 
 
• 対象物品が RCEPに定める原産品であるか否か、即ち、RCEPに定める原産資格
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を持っているか否かを判断する。この判断は、RCEPにおける原産地規則の一般基
準、即ち関税分類変更基準・付加価値基準・加工工程基準、及び例外規定やそ
の他の特別な規定に基づき行われる。 

 
• RCEPに定める原産資格を持つと判断された物品に対して、当該物品の原産国
（地域）を決める必要がある。原産国（地域）を決定する際、輸入国の「特定物
品リスト」に掲載されることによって品目別規則を適用する必要性について確認しなけ
ればならない。前述の規則を適用した上でなお原産国（地域）を確定できない場合
の取り扱いについて、「原産地管理弁法」において具体的に定められた。 

 
原産地証明 
 
RCEPにおける原産地証明は、原産地証書と原産地申告書の 2種類を含み、両者は
同等の法的効力を持ち、発給日または発行日から 1年以内に有効である。 
 
• 原産地証書は輸出国の指定発給機関が発給するものであり、当該指定発給機関
が認めた機関による署名・捺印が必要である。中国の指定発給機関は直属税関、
従属税関、中国国際貿易促進委員会及びその地方分会である。 
 

• 原産地申告書は認定輸出者が発行するものであり、発行者の氏名と署名が必要で
ある。認定輸出者の情報は、輸出国税関から域内のその他の締約国の税関へ共有
される。 

 
「連続する原産地証明（Back-to-Back Proof of Origin）」の運用は、RCEPの特色
の一つである。「連続する原産地証明」とは、ある締約国 Aから輸出された原産品が他の
締約国 B を経由してさらに別の締約国 Cに輸入され、中継国である締約国 Bにおいて
貨物に対して何ら加工がなされず、締約国 Aで取得した原産資格に何ら変更がない場合
において、締約国 Aで当該貨物に対して発給された原産地証明に基づき、締約国 Bの
原産地証明の発給機関より発給されるもの、又は締約国 Bの認定輸出者が自ら発行す
るものであり、「対象となる産品に対して何ら加工がなされず、もとの原産資格を維持して
いること」を担保し、かつこれを確認するための書類である。 
 
輸入特恵待遇 
 
• 適用税率の確定——RCEP締約国間における関税譲許は、相手国によってその範
囲、幅、実施タイミングに差異があるため、ある締約国が複数の他の締約国から同じ
物品を輸入する場合、異なる特恵優遇が設定されている可能性がある。そのため、
原産資格を有する輸入物品に対して、その原産国（地域）を確認してから、適用さ
れる特恵税率を確認する必要がある。また、対象物品が原産資格を有すると判断さ
れた後、企業は当該物品の原産国（地域）を確定せずに、当該輸入国が当該物
品について他の締約国に与える特恵税率の中から、最高税率の適用を直接申請す
ることもできる。 
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• 特恵税率の適用申請——輸入する原産品に対する特恵税率の適用を申請するには、原産地証明・インボイス・全行程の運送書類
を以て、輸入申告段階において税関に特恵税率の適用を申請する必要がある。輸入通関手続 
きの完了までに対象物品の有効な原産地証明を取得できなかった場合、当該物品の原産資格の有無について税関に追加申告を
行い、かつ規定に基づき税関に税金担保を提供する必要がある。一回の輸入において、輸入される原産品の課税価格が 200米ド
ル又はそれ以下である場合、特恵税率の適用申請に際して、原産地証明の提供が免除される。 

 
コンプライアンス 
 
輸出入企業は、貨物の原産資格と原産国（地域）を証明するために提出した書類、及び輸出入通関申告のために提出した書類に関
する真実性、完全性、正確性に対して責任を負う。 
 
原産地証書の申請者、原産地申告書を発行する認定輸出者、特恵税率が適用される輸入物品の荷受人は、対象物品の原産資格と
原産国（地域）を十分に証明できる書類を保管し（保管期限 3年）、かつ税関による原産地審査を受けなければならない。 
 
留意点として、「原産地管理弁法」には規定違反の法的責任について言及されていないが、密輸に該当する「原産地管理弁法」への違反
行為、税関監督管理規定への違反行為、又はその他の「税関法」規定への違反行為に対して、税関は「税関法」、「税関行政処罰実
施条例」等の関連規定に従って処罰を与え、刑事責任を追及することができる。 
 
「認定輸出者管理弁法」の要点解釈 
 
認定輸出者の定義と適合条件 
 
「認定輸出者管理弁法」において、「認定輸出者」の定義が初めて明文化された。「認定輸出者」とは、「経済連携協定等における原産
資格を持つ原産品について原産地申告書を発行する資格有する企業」として、法に従い税関から認定を受けた輸出事業者である。税関
は認定輸出者に対して、「誠実で信用を守り、法を遵守すれば利便を与える」という原則に基づき管理を行う。認定輸出者は、以下の三
つの条件に適合しなけれならない。 
 

• 経済連携協定等における原産地規則を熟知し、規定通りに原産地申告書を発行するよう保証している。 
• 整備された原産地証明書類管理制度を構築しており、税関の検査に備えて、原産地管理に関する書類保管とトレーサビリティを
実現している。 

• 税関高級認証企業である。 
 
資格申請及び審査プロセス 
 
認定輸出者資格を申請する企業は、所在地の直属税関に書面申請を提出する必要がある。税関が申請書類を受け取った日から 30
日内に、申請者に審査結果を書面にて郵送する。認定輸出者資格の有効期限は 3年であり、有効期限満了前 3 ヵ月以内において、
認定輸出者は所轄税関に書面にて資格更新申請を提出することができる。更新後の認定輸出者資格の有効期限は 3年である。認定
輸出者管理の利便化を図るため、税関は認定輸出者管理情報化システムを構築した。 
 
事後監督管理及び動的調整 
 
「認定輸出者管理弁法」において、認定輸出者の書類保管等の義務について規定されており、「認定輸出者は税関の認定輸出者管理
情報化システムを通じて原産地申告書を発行し、発行した原産地申告書の真実性と正確性に対して責任を負う」ことが明確に定められ
た。認定輸出者の資格申請における虚偽情報の提供、及び原産地申告書の偽造・売買などの行為に対して、税関は警告を発し、1万
⼈⺠元以下の罰⾦を課すことができる。認定輸出者が税関高級認証企業資格を維持できなくなった場合、或いは所轄税関に資格更新
を申請せずに認定輸出者の有効期間が満了した場合、税関は当該認定輸出者の資格を取り消すことができる。企業が認定輸出者の
資格申請において虚偽情報を提供した場合、原産地申告書を偽造・売買した場合、或いは税関総署の規定に合致しない原産地申告
書を発行し、1年間の発行数が前年度の発行数合計の 1%を超え、かつ対象貨物の価値が合計 100万⼈⺠元を超えた場合、税関は
当該認定輸出者の資格を取り消すことができ、当該企業は以降 2年間において認定輸出者資格を再申請できない。 
 
アドバイス 
 
チャンスを掴み取り、優遇政策を享受する 
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RCEPによる関税削減措置は企業の運営コスト削減に寄与するものであり、企業は RCEP を活用することで、製品価格面での優位性を
確保し、サプライチェーン等に関する競争力をより一層強化できる。新型コロナウイルスの感染拡大及び地政学的緊張を背景に、RCEPに
よってもたらされる経済的利益は、従来よりも重要である。関連企業は RCEPにおける特恵待遇を十分に享受できるように、自身の位置
する産業とマーケット、商品などの実際の状況を把握、RCEPが企業のサプライチェーンとバリューチェーンにもたらす影響について分析し、原
材料仕入・物流配送・生産・販売・マーケティングなどについて計画を立てることが推奨される。 
 
原産地規則を把握し、コンプライアンス管理を強化する 
 
RCEPにおける特恵待遇を享受するためには、原産地規則を正確に理解し、運用することが肝要である。原産地規則は比較的複雑であ
り、その運用は関税分類、税関評価などの専門分野、物流やサプライチェーンなどの管理に関わる。原産地規則の運用において、生産・仕
入・販売・財務を含む社内各部署の連携、及びデータと指揮系統の統合による管理の一元化が必要であるが、コンプライアンスリスクに繋
がる不備がどの段階にも発生しうる。従って、関連企業は、情報化ツールの運用を通じて原産地情報を記録・保存し、原産地申告書を作
成するための電子データを蓄積すると同時に、原材料の原産地に対する判断の信頼性及び正確性を確保するために、外部サプライヤーを
必要に応じてコントロールすることが推奨される。 
 
中国の構築する自由貿易協定ネットワークがより一層拡大する見通しであることを踏まえて、企業は「原産地管理弁法」の実施をきっかけ
に、原産地に関連するコンプライアンス体制を構築することが推奨される。輸出入量と取り扱う製品の種類、仕入先と販売先に関する所
属国（地域）の数が多い企業は、デジタル化・スマート化されたエンドツーエンドの原産地管理システムを構築し、情報入力と記録、データ
保管、原産地申告書の発行などをカバーする全面的なプロセス管理能力を強化することで、コンプライアンス違反による不利な影響を回避
し、競争上の優位性を高めることが推奨される。 
 
認定輸出者資格を申請し、利便措置や優遇政策を享受する 
 
RCEPの発効とともに施行される「認定輸出者管理弁法」により、自由貿易協定における原産地証明手続きが簡素化され、指定発給
機関から原産地証書を取得する従来の手続きにかわって、認定輸出者は自ら原産地申告書を発行することで、特恵税率を享受できる。
この制度は輸出管理コストの削減と輸出効率の向上に寄与するものであり、当自由貿易協定において検討すべき内容の一つとなっている。
「認定輸出者管理弁法」は、RCEPの発効とともに、中国とスイス・アイスランド・モーリシャスと間の二国間自由貿易協定における認定輸
出者管理にも適用され、将来において中国が参加する自由貿易協定における認定輸出者の一般管理規定となる見通しである。認定輸
出者は輸出管理コストの削減において優位性を有するため、認定輸出者の適合条件の一つである税関高級認証企業資格は、その価値
がますます向上する見込みである。認定輸出者資格を申請する意向があるが、税関高級認証企業資格を取得していない企業は、税関
総署による企業信用等級管理に関する政策動向に留意し、高級認証企業基準に適合するように輸出入通関業務と貿易のコンプライア
ンス管理水準を高めることが推奨される。 
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デロイトについて 

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（「DTTL」）、そのグローバルネットワーク組織を構成
するメンバーファーム及びそれらの関係法人（総称して「デロイトネットワーク」）のひとつ又は複数を指します。DTTL
（又は「Deloitte Global」）ならびに各メンバーファーム及び関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体で
あり、第三者に関して相互に義務を課し又は拘束させることはありません。DTTL及び DTTL の各メンバーファーム
ならびに関係法人は、自らの作為及び不作為についてのみ責任を負い、互いに他のファーム又は関係法人の作為
及び不作為について責任を負うものではありません。DTTLはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細は、
www.deloitte.com/cn/about をご覧ください。 

デロイトは世界で最大級のプロフェショナルファームの一つであり、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャル
アドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務及びこれらに関連するサービスをクライアントに提供しています。デロイトは
世界における 150 を超える国・地域のグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファーム及びそれらの関係法人
（総称して「デロイトネットワーク」）を通じて、フォーチュングローバル 500の約 80%の企業にプロフェショナルサービス
を提供しています。約 345,000名のプロフェッショナルからなるデロイトの詳細については、
www.deloitte.com/cn/about をご覧ください。 

デロイト アジア パシフィック リミテッドは DTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジアパ
シフィック リミテッドのメンバー及びそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシ
フィックにおける 100 を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニ
ラ、メルボルン、大阪、ソール、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。 

デロイトは 1917年に初めて上海に事務所を設立しました。現在、デロイト中国は中国現地の企業、中国における
多国籍企業及び⾼成⻑企業に、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイ
ザリー、税務及びこれらに関連するサービスを提供しています。デロイトは中国の会計基準、税制及びプロフェッショナ
ルの育成に多大な貢献をしてきました。デロイト中国は中国本土で設立されたプロフェショナルサービスファームであ
り、デロイト中国のパートナーが所有しています。デロイトの中国マーケットでの成果に関する多くの情報は、デロイト中
国のソーシャルメディア(www2.deloitte.com/cn/zh/social-media) からご覧いただけます。 

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、DTTL、そのグローバルネットワーク組織を
構成するメンバーファーム及びそれらの関係法人（総称して「デロイトネットワーク」）のいずれも、これにより専門的な
アドバイス又はサービスを提供するものではありません。貴社の財務又は事業に影響を与える可能性のある意思決
定をし、或いは何らかの行動をとる前に、プロフェショナルのアドバイスを受けることをご提案いたします。 

本資料における情報の真実性或いは完全性に対し、我々はいかなる（明示的或いは暗示的な）言及、保証と
承諾をしないものとします。いかなる DTTL、そのメンバーファーム、関係法人、従業員又は代理者は本資料に依拠
することにより生じた如何なる直接的又は間接的な損失に対しては責任を負いません。DTTLならびに各メンバーフ
ァーム及び関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。 
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